
ナンバリング ⑤

★ 助成事業活動の実施時期・内容（内容・会場・参加人数など）、商品内訳、金額の予定をご記入ください。

★

★ 助成の対象となる商品は、東都生協が取り扱う商品のうち、注文日の翌週供給の商品に限ります。

★ 経常的な経費（人件費や家賃など）や運営に係る経費（通信費や印刷費など）は対象になりません。

★ 助成団体決定後、実際に助成を開始する際には、別途助成利用申請書の提出が必要となります。

例）

7月

5月

6月

2月

3月

12月

2026年1月

10月

11月

8月

9月

2025年7月
内容：子ども食堂の開催
会場：さんぼんすぎセンター
参加：15家族の予定

青果物、乾物、飲料、調味料、
生活雑貨（台所用洗剤）

30,000円

 東都生協「未来につなぐ募金」 2025年度 助成 【書式T-5】

助成事業活動進行予定表

年間助成金額の上限は3～6万円［商品供給価格(税込)＋運搬費＋交通費］、助成利用（商品の受け渡し）回数の上限は年5
回です。ただし、年4回以上の受け渡しを希望する場合は利用に際して条件があります。詳細は助成申請の手引をご確認く
ださい。

実施時期 実施内容 必要な商品内訳 助成金額（円）


